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問１ ぱちんこ遊技機の増設、交替その他の変更承認の申請について教えてほしい。

○ ぱちんこ営業者は、遊技機の増設、交替その他の変更（軽微な変更を除く。）

をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会の承認を受けなければな

らないこととされています。

○ 遊技機の増設又は交替の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類

とは、増設又は交替により新たに設置しようとする遊技機の区分に応じ、以下の

いずれかの書類となります。

１ 認定を受けた遊技機を設置しようとする場合にあっては、認定通知書の写

し（ただし、申請に係る遊技機が認定通知書に記載された遊技機の一部であ

る場合においては、申請に係る遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定す

ることができる記号等が記載された書面を上記認定通知書の写しに添付する

ものとする。）

２ 検定を受けた型式に属する遊技機（風俗営業の営業所に設置されたことの

ないものに限る。）を設置しようとする場合にあっては、以下の書類

① 検定通知書（甲）の写し

② その遊技機の製造業者（外国において本邦に輸出する遊技機を製造す

る者を含む。３において同じ。）又は輸入業者が作成した、申請に係る

遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であ

って、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる

記号等が記載されたもの

３ 検定を受けた型式に属する遊技機を設置しようとする場合（２に該当する

場合を除く。）にあっては、以下の書類

① 検定通知書（甲）の写し

② 以下のいずれかに該当する者が作成した、申請に係る遊技機が検定を

受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技

機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載さ

れたもの

・ その遊技機の製造業者又は輸入業者

・ 遊技機の保守管理を業とする者若しくはその従業者であって遊技機

の点検及び取扱いの業務に従事しているもの又は特例風俗営業者の認

定を受けた営業者に係る管理者（都道府県公安委員会が遊技機の点検

及び取扱いを適正に行うことができると認める者であることなどの要

件を満たした者に限る。）
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４ １から３までに規定する遊技機以外の遊技機を設置しようとする場合にあ

っては、その遊技機につき以下の書類

① 遊技機の諸元表

② 遊技機の構造図、回路図及び動作原理図

③ 遊技機並びに遊技機の部品及び装置の構造、材質及び性能の説明を記

載した書類

④ 遊技機の写真

また、変更承認申請書中「変更事項」の欄には、増設の場合には増設により新

たに設置しようとする遊技機、交替の場合には交替により新たに設置しようとす

る遊技機及び撤去しようとする遊技機を特定するに足る事項を記載することとな

ります。

○ 遊技機のその他の変更（遊技機の部品を交換し、又は付加する行為も含まれ、

軽微な変更を除く。）の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類と

は、その遊技機の変更部分につき以下の書類となります。

１ 遊技機の変更部分に係る諸元表

２ 遊技機の変更部分に係る構造図、回路図及び動作原理図

３ 遊技機の変更部分並びに遊技機の変更部分の部品及び装置の構造、材質及

び性能の説明を記載した書類

なお、以下の場合には、それぞれにおいて定められた書類を上記１から３まで

の書類に代えることができます。

１ 検定を受けた型式に属する遊技機で、当該検定の有効期間内において認定

を受けたものの変更であって、製造業者又は輸入業者が作成した書面（変更

後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明するものに限る。）が

提出された場合には、認定通知書の写し

２ 検定を受けた型式に属する遊技機の変更であって、製造業者又は輸入業者

が作成した書面（変更後の遊技機が当該型式に属するものであることを疎明

するものに限る。）が提出された場合には、検定通知書（甲）の写し

また、変更承認申請書中「変更事項」の欄には、変更を加えようとする遊技機

を特定するに足る事項を記載することとなります。
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問２ ぱちんこ遊技機の軽微な変更の届出について教えてほしい。

○ ぱちんこ営業者は、遊技機の軽微な変更をしたときは、都道府県公安委員会に

届出書を提出しなければならないこととされています。

○ 以下のような部品の変更は、軽微な変更に当たらない変更となり、あらかじめ

都道府県公安委員会の承認を受けなければならないこととされています。

１ 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物

２ 主基板、発射装置又は遊技機枠

○ 以下のような部品の変更は、軽微な変更に当たります。

１ 遊技球等の受け皿

２ 遊技機の前面のガラス板等（遊技機の遊技盤又は回胴の前面に設けられた

全てのガラス板等をいう。）

３ 遊技機の鍵

４ 遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止す

るために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬

化剤

○ 遊技機の部品の変更のうち以下のような場合は、極めて軽微なものと考えられ

ることから、届出を要しない扱いとなります。

１ 同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ、蛍光灯又はヒューズ

の更新

２ 遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる

部品の取外し及び当該部品の取り付け（遊技機の部品の付加を伴わないもの

に限る。）

〇 遊技機の軽微な変更に係る届出書の提出は、変更があった日から１か月以内に

しなければならないこととされています。
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問３ 風俗営業の構造及び設備の変更の承認の申請について教えてほしい。

〇 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更

（軽微な変更を除く。）をしようとするときは、あらかじめ都道府県公安委員会

の承認を受けなければならないこととされています。

〇 以下の場合は、変更の承認を受けなければならないこととされています。

・ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第２条第14号に規定する大規模の修繕

又は同条第15号に規定する大規模の模様替に該当する変更

・ 客室の位置、数又は床面積の変更

・ 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更

・ 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

〇 変更の承認の場合、変更承認申請書に添付しなければならない書類とは、以下

の書類のうち、変更しようとする事項に係る書類となります。

１ 営業の方法を記載した書類

２ 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

３ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
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問４ 風俗営業の構造又は設備の軽微な変更の届出について教えてほしい。

〇 風俗営業者は、営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたときは、都道府

県公安委員会に届出書を提出しなければならないこととされています。

〇 以下のような場合は、変更の届出をしなければならないこととされています。

・ 営業所の小規模の修繕又は模様替

・ 食器棚その他家具（作り付けのものを除く。）の設置又は入替え

・ 飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え

・ 照明設備、音響設備又は防音設備の変更

・ 遊技設備（ぱちんこ屋及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する

法律施行令（昭和59年政令第319号）第８条に規定する営業に係る遊技機を除

く。）の増設又は交替（遊技設備の区分（風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律施行規則別記様式第１号の許可申請書その２（Ｂ）又はそ

の２（Ｃ）の遊技設備の区分）ごとの数の変更がある場合に限る。）

〇 変更の届出の場合、届出書に添付しなければならない書類とは、変更しようと

する事項に応じ、以下の書類となります。

１ 営業の方法を記載した書類

２ 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類

３ 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

〇 営業所の構造又は設備の軽微な変更に係る届出書の提出は、変更があった日か

ら１か月（当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合に

あっては10日）以内にしなければならないこととされています。
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問５ 風俗営業の届出を要しない構造又は設備の変更について教えてほしい。

〇 風俗営業者は、以下の営業所の構造又は設備の変更（軽微な変更に当たる場合

を除く。）については、都道府県公安委員会への届出を要しない扱いとなります。

１ 軽微な破損箇所の原状回復

以下のような場合が、該当します。

・ 割れたガラスを入れ替える

・ 破れた壁紙を貼り替える

２ 照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新

以下のような場合が、該当します。

・ 電球が切れたため従前と同じワット数の電球を付け替える

・ スピーカーが故障したため従前と同じ音響パワーレベルのスピーカに

入れ替える

３ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122

号）第２条第１項第５号の営業における遊技設備のソフトウェアのみの入替

え及びそれに伴う操作部分の変更

４ 遊技設備の位置の変更

５ 営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更


